
栃木県監査委員告示第10号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 14項の規定に基づき、栃木県知事から、監査の結果に基づ

き、措置を講じた旨通知があったので、同条同項の規定により、次のとおり公表する。 

  令和３（2021）年12月24日 

                                                        栃木県監査委員    岩  崎     信 

                                       同       中  島     宏 

                                                              同           鎌  形  俊  之 

                                                              同           平   野    博    章 

 監査の結果の措置状況 

（指摘事項） 

監査対象機関名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

県北環境森林事

務所 

令和３（2021）年

７月13日 

工事事務のうち、治山事業費に

係る令和元年度林地荒廃防止事

業緑化工工事の設計積算におい

て、植生マット工の施工規模加

算の適用を誤ったことにより、

設計額が過大となっているもの

が１件 278千円あった。 

設計積算に当たっては、適用する

積算基準に基づき適正に計上され

るよう、内部チェック体制を強化 

するとともに、起工伺時に添付す 

る設計諸元チェックリストを改訂 

し、再発防止に努めて参ります。 

加えて、所内職員研修等において、

違算防止のための継続的な指導を

行い、適正な事務執行に努めます。 

自然環境課 令和３（2021）年

８月12日 

予算執行事務のうち、令和元年

度自然公園等施設整備事業費の

工事請負費において、決算見込

額を超える額を支出することに

ついて、公所から支出前に報告

を受けていたにもかかわらず、

環境森林政策課に対し決算見込

額が変更となる旨の報告を怠っ

ていた。 

さらに、決算見込額を超える部

分について、決算見込額に合わ

せるため、法令等の確認をしな

いまま、令和元年度予算として

支出したにもかかわらず、令和

２年度予算として訂正するよう

公所に対し指示していた。 

監査結果を踏まえ、関係課と問題 

点の共有を行いました。 

今後は、予算執行状況を複数の職

員で確認するとともに、決算見込

額が変更となる場合には速やかに

幹事課に報告することを徹底しま

す。 

また、リスク評価シートに再発防

止策を反映するとともに、財務会

計事務に関する研修会を実施し、

必要な知識の習得を図ることによ

り、法令を遵守した適正な事務執

行に努めて参ります。 

 

環境森林政策課 令和３（2021）年

８月17日 

予算執行事務のうち、令和元年

度予算として処理すべきものに

ついて、法令等の確認をせずに

担当者のみの判断で、予算主管

会計処理にあたっては複数者によ

る会計年度、支出日等基本的事項

の確認を、決裁については課内の

報告・連絡・相談をそれぞれ徹底さ



課に対し、令和２年度予算とし

て年度訂正するよう指示してい

た。 

さらに、幹事課長専決事項であ

る歳出予算の令達等について、

決裁を受けていなかった。 

せることで、チェック体制の強化

を図りました。 

また、財務会計事務に関する研修

会を実施し、必要な知識の習得を

図ることにより、再発防止に努め

て参ります。 

今後は組織として適切・確実にチ

ェックを図りながら、法令を遵守

して業務を執行していくことを徹

底して参ります。 

農業試験場 

（「いちご研究

所」・「原種農場」

を含む。） 

令和３（2021）年

６月29日 

 

契約検収事務のうち、農業試験

場本場廃棄物及び放射性物質機

器検体処分ごみ回収処理業務委

託において、締結した契約書を

廃棄し、適正な事務手続を経ず

に契約書を作成していた。 

公印は、常時金庫内に保管し、公印

管理者による公印を押印すべき文

書と決裁済みの回議書の照合を確

実に行った後に公印を取り出し押

印することや支出決議時における

契約書原本と起案文書の照合を徹

底することで再発防止に努めて参

ります。 

また、場内研修を行い、全職員に文

書等管理規則等を改めて確認さ

せ、公文書の適切な取扱いについ

て意識の向上に努めるとともに、

担当内におけるダブルチェックを

徹底し、業務内容の共通認識を持

つことにより再発防止を図りまし

た。 

なお、本年度においては、内部統制

制度におけるリスク評価シートに

定めたリスク対応策を適切に実施

し、リスク管理を行っています。 

農業大学校 令和３（2021）年

７月６日 

収入・支出事務のうち、農業大学

校授業料において、納入状況や

減免対象者の確認が不十分であ

ったことにより、調定が遅延し

ているものが４件 166,400円あ

った。また、還付漏れ､調定取消

し漏れなど、収入事務が極めて

不適切であった。 

還付漏れ及び調定取消し漏れとな

っていた授業料については、還付

及び調定取消しを行いました。 

今後は、学生ごとに授業料の調定、

納付及び減免、還付状況等をまと

めた管理一覧表を作成し、担当者

並びに管理者等が定期的な確認処

理を実施することで、内部チェッ

ク体制の強化・徹底を図り、再発防

止に努めて参ります。 



北那須水道事務

所  

 

令和３（2021）年

７月９日 

予算執行事務のうち、電力の購

入において、内部監査で注意事

項とされたにもかかわらず、翌

年度も随意契約に係る執行伺及

び契約伺を作成していなかっ

た。 

再発防止のため、リスク評価シー

トを見直すとともに、新たに契約

事務に係るチェックリストを作成

することにより、契約事務全般に

ついて手続の見える化を図りまし

た。 

今後もこれらの取組を継続するこ

とにより適正な事務執行の徹底を

図り、同様の誤りを繰り返さない

よう努めて参ります。 

 

（検討事項） 

監査対象機関名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

生産振興課 令和３（2021）年

８月19日 

予算執行事務のうち、園芸大国

とちぎづくり推進事業費補助金

や水田フル活用総合支援事業費

補助金等における事業実施主体

から提出された事業実施状況の

報告等について、公所において

確認したところ、目標を達成で

きないものや達成が困難なもの

があるにもかかわらず、具体的

指導方針に基づく計画的な指導

が行われていないなど、目標達

成に向けた指導体制が不十分で

あった。 

これについて、制度所管課にお

いて確認したところ、公所に対

して、目標を達成できないもの

や達成が困難であるものに対す

る指導方針や指導経過を管理す

る目標管理に係る統一的な指針

等が整備されていなかった。ま

た、制度所管課として、成果目標

の達成状況の把握を十分にして

いなかった。 

今後は、補助事業執行後の効果

測定を的確に行い、効果を最大

限に発揮するため、成果目標の

達成状況の検証や指導及び記録

補助事業の十分な効果発揮に向

け、事業執行の各段階における業

務の推進に必要な事項を定めた

「補助事業の円滑な実施につい

て」を作成しました。また、それに

付随して、チェックリストや指導

指針及び指導記録の様式を作成し

ました。 

今後は各農業振興事務所に通知す

るとともに、担当者会議等におい

て説明し、制度所管課として効果

発現に向けた意識の統一を図って

参ります。 



について、制度所管課の責任と

して目標管理を適切に行える統

一的な指針などの整備について

検討されたい。（行政監査）                                                

 


